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地方公共団体による奨学金の
返還支援（地方創生）

企業による奨学金返還支援
（代理返還）

日本学生支援機構奨学金相談センター

ご 案 内
ホームページの便利なコンテンツ

0 5 7 0 - 6 6 6 - 3 0 1 ナビダイヤル
全 国 共 通

月曜日～金曜日　9：00～20：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

https://www.jasso.go.jp 奨 学 金 検 索

日本学生支援機構のホームページにおいて、随時情報を提供しています。奨学金に関するお問い合せは、まず、ホーム
ページをご覧ください。

地方公共団体や企業による奨学金返還支援
奨学金の返還額の一部又は全額を支援している地方公共団体・企業があります。詳しくは日本学生支援機構のホーム
ページにて確認してください。

申込みに関するお問合せ先

奨学金に関する一般的なお問合せの相談窓口です。

奨学金貸与・返還シミュレーション

貸与奨学金の種類、貸与月額、利率
などさまざまな条件で、将来の返還
額や返還回数の試算ができます。

スカラネット・パーソナル（スカラPS）
あなた個人の奨学金情報の閲覧や継続願
等の手続きを行うことができるシステムで
す。採用されたら必ず新規登録してくださ
い。以前に奨学金の貸与を受けた方は、返
還明細を確認することもできます。

奨学金相談サイト
奨学金のよくある疑問や質問をチャット
ボット等で解決できるQ&Aサイトです。
お電話でのお問合せの前に、是非ご活用
ください。

独立行政法人日本学生支援機構理事長 殿
入学時特別増額貸与奨学金の申込みにあたり、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を下記のとおり

申し込みましたが、審査の結果融資を受けることができなかったことを申告します。 

１．申告者 ※奨学金申込者本人（あなた）が記入 
メイセイ(フリガナ)

氏名
名姓

生年月日 （西暦） 年 月 日

在学校 
学校名 

研究科 専攻

２．「国の教育ローン」の申込みについて ※国の教育ローン申込者（保護者等）が記入

申込者 
(保護者等)

氏名 奨学金申込者本人か
ら見た関係（続柄） 

申込年月日 （西暦） 年 月 日 

申込先 
金

公庫
銀行

金庫等
支店

（西暦） 年 月 日 

入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書

審査

「添付できません」を選択した場合は、2枚目も入力してください。
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該当者のみ提出

家計審査の結果、機構から入学時特別増額貸与奨学金の申込みに際して、日本政策金融公庫の「国の教育

ローン」の申込必要と連絡のあった方は、実際に「国の教育ローン」に申込んでください。

の結果、融資を受けられなかった場合は、本申告書及び添付書類をご提出ください。

世帯年収（所得）が上限額を超えている等、日本政策金融公庫が定める条件を満たさないだめに「国の教

育ローン」を申込めなかった場合や、 「国の教育ローン」の融資を受けられた場合は、入学時特別増額貸

与奨学金の貸与はできません。

3.添付書類について

融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知書のコピー（※）を、本申告書に

添付します ・ 添付できません ←どちらかに0

（※）圧着はがきの場合は、申込者（保護者等）氏名が印字されている宛名面も併せてコピーして添付してください。

「添付でまません」を撰択しだ潟合は、 2枚巨も入力

（注1)入学時特別増額貸与奨学金を辞退する場合、本申告書と添付書類（上記3.)は提出

（注2)入学時特別増額貸与奨学金の申込みや手続きは、日本学生支援機構にお問合わせください。



入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書
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【 様式 A 】
第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）
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https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
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必ず2枚目の約款も一緒に提出してください 1枚目

　私は、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という）の第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）（入学時特別増額貸与奨学金を含
む）の貸与を受けるにあたり、奨学金申込書の記入内容及び貸与奨学金案内に記載の内容を確認し、下記の個人信用情報の取扱いに関する各同意
条項、機構の諸規程並びに2枚目記載事項について同意のうえ、返還することを確約し、本確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書を提出し
ます。機構から個人番号の提出を求められた場合には、個人番号を提出し、2枚目記載の範囲で機構が個人番号を利用することを同意します。
　また、私が保証機関（公益財団法人日本国際教育支援協会）に支払うべき保証料は、機構が奨学金の交付の際にあらかじめ貸与金額から差し引
いて支払うこととしてください。

独立行政法人日本学生支援機構理事長　殿

ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、奨学金貸与業務（返還業務を含む）のために利用されます。この利用目的
の適正な範囲内において、当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含む）が、学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に必要に
応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。機関保証加入者については、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要
な情報が保証機関に提供されます。また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な
範囲内においてあなたの情報が提供されます。

回収手続、完済等の事実を含む）の情報

/ （株）シー・アイ・シー　https://www.cic.co/jp/

貸与奨学金案内28ページ参照

漢字

フリガナ

生年月日 性別
（任意）

海外留学支援制度（大学院学位取得型）個人番号

電話番号
（自宅・携帯）

〒　　　　　　　　—

（　　　　　　）

外国籍の方は
在留資格

男　・　女年　　　　月　　　　日（西暦）

（自署）

課程 修士課程　・　博士課程

本
　
　
　
　
　
人

氏
　
　
名

住
民
票
（
除
票
）
住
所

【個人信用情報の取扱いに関する同意条項】 機構における個人信用情報機関への登録及び利用は、貸与奨学金の返済を延滞した場合のみ行います。

（個人信用情報の利用・登録等）

1. 私は、貸与奨学金の返済が延滞した後は、下記の個人情報（その履歴を含む）が機構が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員

によって自己の与信取引上の判断（返済能力又は転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る）のために利用されることに同意します。

また、私は、延滞した後は機構が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の

情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む）が登録されている場合には、機構がそれを債権管理（転居先の調査を含む）のために利用することに同意します。

4. 私は、機構に対し、私が保証委託契約を締結した委託先から機構が代位弁済後の完済等の情報を取得し、これを個人信用情報機関に提供することを依頼し、その情報が個人信用情報機関

に登録されることに同意します。

36 2025 年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）奨学金案内

4.融資できない旨を記載した日本政策金融公庫の通知文のコピーを添付できない事清等に

ついて

「融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー」を添付できない場合は、以下ア・イ

のうち該当する理由を選択して（ ）に0をつけ、必要事項を記入してください。

ア（ ）申込先金融機関において融資できない旨の通知を文書で発行していないため

結果の通知方法
•金融機関窓口で口頭して結果を知らされた。

（あてはまるものに0)
・電話で結果を知らされだ。

•その他（ ） 

融資できない理由（※）

イ（ ）「融資できない旨を記載した公庫発行の通知文」を紛失し、再発行を依頼したが断られた

ため

「融資できない旨を記載した公庫発行の通知文」は再発行が可能ですので、原則、金融機関に再発行を依頼

してください。再発行されなかった湯合に限り、下記の襴に記入し、本紙を提出することができます。

なお、再発行の依頼吠況について、機構から国内連絡者に照会することがあります。

再発行を依頼した日 （西暦） 年 月 日

再発行を断られた日 （西暦） 年 月 日

再発行を断られた理由

融資できない理由（※）

（※）融資できない理由について

世帯年収（所得）が上限額を超えている等、日本政策金融公庫が定める条件を満たさないために「国の教

育ローン」を申し込めなかった世帯の学生は対象外です。この場合、 「国の教育ローン」も本機構の入学時

特別増額貸与奨学金も利用できません。
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万一、日本政策金融公庫の「国の教育□ーン」を申し込んでいないことが判明した場合は、入学時特別増額

貸与奨学金の採用を取り消します。

この場合、既に振り込まれた入学時特別増額貸与奨学金の全額を返金しなければなりません。


